
福島県外出介護従業者養成研修事業実施要綱 

 
（目 的） 

第１ この事業は、視覚障がい者等の社会参加を促進するために、適切な外出介護サービスを提供す

るため、「指定居宅介護等の提供に当たる者として厚生労働大臣がさだめるもの」（平成１８年９

月２９日厚生労働省告示第５３８号。以下「告示」という。）第１条第１３号の規定により、この

告示による廃止前の指定居宅介護等の提供に当たる者として厚生労働大臣がさだめるもの（平成

１８年３月３１日厚生労働省告示第２０９号。以下「旧指定居宅介護等従業者基準」という。）第

３号に掲げる視覚障害者外出介護従業者養成研修、第４号に掲げる全身性障害者外出介護従業者

養成研修又は第５号に掲げる知的障害者外出介護従業者養成研修の課程に相当するものとして知

事が認める研修の課程（以下、「外出介護従業者養成研修」と総称する。）を実施する者としての

外出介護従業者養成研修事業者（以下「事業者」という。）の指定等の基準を定めるものである。 
 
（事業者の指定の要件） 

第２ 指定の要件は次のとおりとする。 
（１）研修事業を適正かつ円滑に実施するために必要な事務的能力及び事業の安定的経営に必要な財

政基盤を有すること。 
（２）研修事業の経理が他の経理と明確に区分され、会計帳簿、決算書類等研修事業の収支の状況を

明らかにする書類が整備されていること。 
（３）研修事業の実施に関して、知事が当該事業の内容の変更その他必要な指示を行った場合に、当

該指示に従うこと。 
（４）法人であること。ただし、次の要件を満たす場合は、法人に準じて取り扱うものとする。 

ア 代表者が定められていること。 
イ 会の組織運営について、責任関係が明確に定められており、保健福祉事業において相当の実

績を有していること。 
ウ 会計が適切に処理されていること。 

（５）研修事業の趣旨及び内容を十分に理解し、適正かつ円滑に実施できる体制を有していること。 
 
（指定申請等） 

第３ 研修を実施しようとする者は、次の区分に従い指定・実施申請書等を知事に提出すること。 
（１）指定申請書 

ア 初めて研修を実施する場合 
    指定・実施申請書（様式１）を受講者の募集開始日の１ヶ月前までに提出すること。 

イ ア以外の場合 
    実施申請書（様式２）を受講者の募集開始日の１５日前までに提出すること。ただし、担当

講師、募集人数及び実習施設、実習会場等研修内容が前回と全く同じ場合（同一年度内に限る。）

には実施届（様式３）を受講者の募集開始日の１５日前までに提出すること。また、複数の実

施申請書又は実施届を提出する場合は、おおむね４ヶ月分を限度とする。 
（２）変更申請等 
   承認を受けた内容及び届け出た内容に変更が生じた場合には、次の方法に従い、変更申請書又

は変更届を提出すること。 
ア 以下の項目に変更があった場合には、あらかじめ変更申請書（様式４）を提出し、承認を受



けること。 
・ 科目の担当講師 
・ 実習施設、実習会場 
ただし、当該事業者が同一年度内に行う同一課程の他の研修の同一科目で承認されている講

師に変更する場合には、変更申請書又は変更届の提出を省略できる。 
イ ア以外のものに変更があった場合には、変更があった日から１０日以内に変更届（様式５）

を提出すること。 
（３）補講申請等 
   やむを得ず、別紙１に定めた科目の一部を受講できなかった者については、次のアからウによ

り未受講科目を補講した場合、修了したものとして差し支えない。 
ア 当該研修に追加して補講を行う場合 

    当該研修の承認を受けた講師又は実習施設、実習会場を変更して未受講科目を受講させる場

合は、補講実施申請書（様式６）を提出すること。ただし、当該事業者が同一年度内に行う同

一課程の他の研修の同一科目で承認されている講師に変更する場合には、補講実施申請書の提

出を省略できる。 
イ 同一事業者が実施する承認を受けた他の研修において未受講科目を受講させる場合 
ウ 他の事業者が承認を受けた研修において未受講科目を受講させる場合 

   なお、ウの場合、依頼を受けた事業者は、当該受講者の受講証明書（参考様式１）を発行する

こと。 
（４）終了届 
   研修終了後、２ヶ月以内に終了届（様式７）を提出すること。また、補講終了後は速やかに補

講終了届（様式８）を提出すること。 
（５）廃止届 
   研修事業を廃止する場合は、廃止が決定した日から１０日以内に廃止届（様式９）を提出する

こと。 
（６）休止届 
   研修事業を１年以上休止する場合は、休止が決定した日から１０日以内に休止届（様式１０）

を提出すること。 
（７）再開届 
   休止した研修事業を再開する場合には、再開が決定した日から１０日以内に再開届（様式１１）

を提出すること。 
 
（研修課程及び内容等） 

第４ 研修課程及び内容等は、次に掲げるとおりとする。 
（１）研修課程は、視覚障害者外出介護従業者養成研修課程（以下「視覚課程」という。）、全身性障

害者外出介護従業者養成研修課程（以下「全身性課程」という。）、知的障害者外出介護従業者養

成研修課程（以下「知的課程」という。）とし、各課程のカリキュラムについては別紙１のとおり

とする。ただし、必要と認められるときは、カリキュラムに講義項目を追加して実施することが

できる。 
（２）各課程の内容は次のとおりとする。 

ア 視覚課程 
    視覚障がい者（児）に対する外出時における移動の介護に関する知識及び技術を修得するこ



とを目的として行われること。 
イ 全身性課程 

    全身性の障がいを有する者（児）に対する外出時における移動の介護に関する知識及び技術

を修得することを目的として行われること。 
ウ 知的課程 

知的障がい者（児）に対する外出時における移動の介護に関する知識及び技術を修得するこ

とを目的として行われること。 
（３）各課程の概要、受講対象者及び研修時間は次のとおりとする。 
課  程 概  要 受講対象者 時間 

視覚課程 
視覚障がい者（児）に対する外出時における移動の介

護に必要な研修 
２０ 

全身性課程 
全身性の障がいを有する者（児）に対する外出時にお

ける移動の介護に必要な研修 
１６ 

知的課程 
知的障がい者（児）に対する外出時における移動の介

護に必要な研修 

市町村地域生活支

援事業の移動支援

事業等に従事する

者又はその予定者 

１９ 

  なお、上記各課程の修了をもって、市町村地域生活支援事業の移動支援事業に従事できるもので

はなく、その従事者要件は各市町村により異なることに留意すること。 
（４）研修科目の免除等 

ア 次に掲げる者が研修を受講する場合は、当該課程の研修科目及び研修時間の一部を免除する

ことができる。この場合、免除できる科目については、別紙２に定めるとおりとする。 
Ⅰ 看護師等の資格を有する者 
Ⅱ 介護福祉士 
Ⅲ 告示第１条第２号から第１０号まで、及び第１３号から第１５号までに掲げる者 
Ⅳ 介護保険法（平成９年法律第１２３号）第８条第２項に規定する政令で定める者 
Ⅴ 告示第１条第２号に定める居宅介護従業者養成研修又は介護保険法施行令（平成１０年政

令第４１２号）第３条第１項各号に定める介護員養成研修を履修中の者 
イ 看護師等の資格を有する者とは、看護師、准看護師、保健師及び助産師の資格を有する者を

いう。 
ウ 前記アによる免除要件の確認は、受講者からそれを証明する書類の写しの提出を受け行うこ

と。なお、アのⅤに該当する者に科目免除を行った際には、当該研修の修了証明書の写しの提

出を求め、修了が確認できた後に外出介護従業者養成研修の修了証明書を交付すること。 
（５）使用テキスト 
   テキストは、研修カリキュラムに基づき作成されたものとすること。 
（６）講師要件 
   講師は、別紙３に定める者のうち、職務及び能力から講師を努めるのにふさわしい者並びに、

この要件に定めのない者で、その履歴から知事が特に認める者とする。 
 
（研修期間） 

第５ 研修期間は、原則として２ヶ月以内に修了することとする。ただし、地域の実情等によりやむ

を得ない場合については、４ヶ月以内に修了することとする。 
 
 



（修了証明書の交付等） 

第６ 研修修了の認定方法は次に定めるとおりとする。 
（１）事業者は、別紙１に定めた科目の全てを受講した者に対し、修了証明書（携帯用修了証明書を

含む。）（様式１２）を交付するものとする。 
（２）事業者は、修了者から修了証明書（携帯用修了証明書を含む。）の紛失等により再交付を求めら

れたときは、これに応じること。 
 
（研修事業実施上の留意事項） 

第７ 研修事業を実施する上では特に次に注意すること。 
（１）継続的に毎年１回以上実施すること。ただし、休止届を提出したときはこの限りではない。 
（２）事業者は、受講者に対し研修内容等を明示するため、次に掲げる事項を明らかにした学則又は

募集要領等を定め、それを記載した書面を受講者に配布すること。 
  ア 研修の名称及び課程 
  イ 開講目的 
  ウ 実施場所 
  エ 研修期間 
  オ カリキュラム及び講師氏名 
  カ 研修修了の認定方法 
  キ 受講資格 
  ク 受講手続 
  ケ 受講費用 

また、事業者は関係法令及びこの要綱を事務所に備え付け、受講者から請求があったときには閲

覧させること。 
（３）事業者は、研修への出席状況、成績等受講者に関する状況を確実に把握し、保存すること。 
（４）事業者は、修了者について修了者名簿（様式１３）を作成し、保存すること。 
（５）事業者は、事業運営上知り得た受講者に係る個人情報の保持について、十分留意すること。 
（６）事業者は、受講者が実習等において知り得た個人情報の保持について、研修終了後も十分留意

するよう指導すること。 
 
（調査及び報告書等の提出） 

第８ 研修事業の調査及び報告書等の提出については次のとおりとする。 
（１）知事は、事業者又は事業者として指定を受けようとする者に対して、必要があると認められる

場合には、研修事業の実施状況又は実施計画について、担当職員に実地調査を行わせ、又は事業

者から報告書若しくは資料の提出を求めることができる。 
（２）知事は、修了者、受講者、講師等に対して必要があると認められるときは、研修について調査

することができる。 
 
（指定の取り消し等） 

第９ 知事は、事業者が次の各号のいずれかに該当する場合においては、当該事業者に係る指定を取

り消し、又は期間を定めてその指定の効力を停止することができる。 
（１）第２の指定の要件を満たさなくなったとき。 
（２）不正な手段により指定を受けたとき。 



（３）虚偽又は偽造した修了証明書を受講者等に交付したとき。 
（４）第８に定める調査に協力せず、報告若しくは資料の提出を求められてもこれに応じないとき。 
（５）第８に定める調査に関し、虚偽の回答をしたとき。 
（６）前各号に掲げる場合のほか、研修事業に関し不正又は著しく不当な行為をしたとき。 
 
（県が実施する研修） 

第１０ 県が実施する研修事業については、別に定めるものを除き、この要綱を準用する。 
 
（その他） 

第１１ 「指定居宅介護及び基準該当居宅介護の提供に当たる者として厚生労働大臣が定めるもの」

（平成１５年厚生労働省告示第１１０号）及び「居宅介護従業者養成研修等について」（平成１

５年３月２７日厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部長通知）に基づき、平成１８年９月３

０日において、移動介護従業者養成研修事業者として、福島県知事、郡山市長又はいわき市長

のいずれかから指定を受けていた事業者にあっては、本要綱施行時に本要綱に基づき指定があ

ったものとみなす。 
 
（附 則） 

この要綱は、平成１８年１０月１日から施行する。 
 



別紙１ 
 
視覚課程（２０時間） 

講 義 名 時間数 

Ⅰ 講 義 １１時間 
 １ 障がい者福祉に係る制度及びサービス ３時間 
 （１）外出介護従業者の制度と義務 （１時間） 
 （２）障がい者（児）福祉の制度とサービス （２時間） 
 ２ 身体障がい者に係る居宅介護等 ３時間 
 （１）居宅介護サービス概論 （２時間） 
 （２）居宅介護従業者の職業倫理 （１時間） 
 ３ 視覚障がい者の疾病、障がい等 ２時間 
 ４ 基礎的な外出介護に係る技術 ２時間 
 ５ 障がい者の心理 １時間 
Ⅱ 演 習 ９時間 
 １ 外出介護に係る技術 ９時間 
 （１）介助の基本技術 （２時間） 
 （２）屋内の移動介助 （２時間） 
 （３）屋外の移動介助 （４時間） 
 （４）応用技能 （１時間） 
 
 



全身性課程（１６時間） 
講 義 名 時間数 

Ⅰ 講 義 １２時間 
 １ 障がい者福祉に係る制度及びサービス ３時間 
 （１）外出介護従業者の制度と義務 （１時間） 
 （２）障がい者（児）福祉の制度とサービス （２時間） 
 ２ 身体障がい者に係る居宅介護等 ３時間 
 （１）居宅介護サービス概論 （２時間） 
 （２）居宅介護従業者の職業倫理 （１時間） 
 ３ 全身性障がい者の疾病、障がい等 ２時間 
 （１）重度肢体不自由者における障がいの理解 （１時間） 
 （２）介助に係る車いす及び装具等の理解 （１時間） 
 ４ 基礎的な外出介護に係る技術 ３時間 
 （１）移動介護時における姿勢保持 （１時間） 
 （２）移動介護時におけるコミュニケーション （１時間） 
 （３）事故防止に関する心がけと対策 （１時間） 
 ５ 障がい者の心理 １時間 
Ⅱ 演 習 ４時間 
 １ 車いすでの外出介護に係る技術 ４時間 
 （１）移動介助の方法 （３時間） 
   ① 抱きかかえ方及び移乗の方法  
   ② 車いすの移動介助  
 （２）生活行為の介助 （１時間） 
 
知的課程（１９時間） 

講 義 名 時間数 

Ⅰ 講 義 １３時間 
 １ 障がい者福祉に係る制度及びサービス ３時間 
 （１）外出介護従業者の制度と義務 （１時間） 
 （２）障がい者（児）福祉の制度とサービス （２時間） 
 ２ 知的障がい者に係る居宅介護等 ３時間 
 （１）居宅介護サービス概論 （２時間） 
 （２）居宅介護従業者の職業倫理 （１時間） 
 ３ 知的障がい者の疾病、障がい等 ４時間 
 ４ 基礎的な外出介護に係る技術 ２時間 
 ５ 障がい者の心理 １時間 
Ⅱ 演 習 ６時間 
 １ 外出介護に係る技術 ６時間 
 （１）移動介助の基本技術 （２時間） 
 （２）屋外の移動介助 （４時間） 



別紙２ 
 

外出介護従業者養成研修科目免除一覧 
 
視覚課程 
 １ 障がい者福祉に係る制度及びサービスに関する講義（３時間）のうち、外出介護に係る制度及

びサービスに関するものを除いたもの 
 ２ 身体障がい者に係る居宅介護等に関する講義（３時間） 
 ３ 視覚障がい者の疾病、障がい等に関する講義（２時間） 
 ４ 障がい者の心理に関する講義（１時間） 
 
全身性課程 
 １ 障がい者福祉に係る制度及びサービスに関する講義（３時間）のうち、外出介護に係る制度及

びサービスに関するものを除いたもの 
 ２ 身体障がい者に係る居宅介護等に関する講義（３時間） 
 ３ 障がい者の心理に関する講義（１時間） 
 
知的課程 
 １ 障がい者福祉に係る制度及びサービスに関する講義（３時間）のうち、外出介護に係る制度及

びサービスに関するものを除いたもの 
 ２ 知的障がい者に係る居宅介護等に関する講義（３時間） 
 ３ 障がい者の心理に関する講義（１時間） 



別紙３（各課程講師要件一覧） 
視覚課程 

科  目 種別 時間 資格要件 
障がい者福祉に係る制度及びサービス 講義 ３ 教員、福祉担当行政職員、社会福祉士⑤ 

身体障がい者に係る居宅介護等 講義 ３ 
教員、福祉担当行政職員、社会福祉士⑤ 
ガイドヘルパー 

視覚障がい者の疾病、障がい等 講義 ２ 
医師（眼科）、看護師⑤、保健師、歩行

指導員、視覚障がい者生活指導員 

基礎的な外出介護に係る技術 講義 ２ 
教員、ガイドヘルパー、歩行指導員、視

覚障がい者生活指導員 

障がい者の心理 講義 １ 
教員、心理専門職員⑤（臨床心理士、心

理判定員） 

外出介護に係る技術 演習 ９ 
教員、ガイドヘルパー、歩行指導員、視

覚障がい者生活指導員 
全身性課程 

科  目 種別 時間 資格要件 
障がい者福祉に係る制度及びサービス 講義 ３ 教員、福祉担当行政職員、社会福祉士⑤ 

身体障がい者に係る居宅介護等 講義 ３ 
教員、福祉担当行政職員、社会福祉士⑤ 
ガイドヘルパー 

全身性障がい者の疾病、障がい等 講義 ２ 
医師、看護師⑤、保健師、理学療法士⑤、

作業療法士⑤ 

基礎的な外出介護に係る技術 講義 ３ 
教員、医師、保健師⑤、理学療法士⑤、

作業療法士⑤、ガイドヘルパー 

障がい者の心理 講義 １ 
教員、心理専門職員⑤（臨床心理士、心

理判定員） 

車いすでの外出介護に係る技術 演習 ４ 
保健師、理学療法士⑤、作業療法士⑤、

ガイドヘルパー 
知的課程 

科  目 種別 時間 資格要件 
障がい者福祉に係る制度及びサービス 講義 ３ 教員、福祉担当行政職員、社会福祉士⑤ 

知的障がい者に係る居宅介護等 講義 ３ 
教員、福祉担当行政職員、社会福祉士⑤ 
ガイドヘルパー 

知的障がい者の疾病、障がい等 講義 ４ 医師、看護師⑤ 

基礎的な外出介護に係る技術 講義 ２ 
教員、看護師⑤、ガイドヘルパー、歩行

指導員 

障がい者の心理 講義 １ 
教員、心理専門職員⑤（臨床心理士、心

理判定員） 
外出介護に係る技術 演習 ６ 教員、ガイドヘルパー、歩行指導員 
※ 資格要件の○囲み数字は、経験年数を表す。 
※ 教員とは、大学、短期大学、福祉系専門学校又は高等学校において該当科目を担当する教員を

いう。 



（参考様式１） 
 

受 講 証 明 書 
 

平成  年  月  日 
 
（研修事業者名）  様 
 

補講実施事業者 
                     主たる事務所の所在地  
                     法人・団体名 
                     代表者職・氏名               印 
 
 下記のとおり、外出介護従業者養成研修（       課程）の補講を実施したことを証明しま

す。 
記 

１ 補講受講者 

受講者名  
生年月日      年   月   日生 

受講者名  生年月日      年   月   日生 

受講者名  生年月日      年   月   日生 

 
２ 補講科目及び実施日時 

科  目  名 補講実施日時 

    年  月  日  ：  ～  ： 

    年  月  日  ：  ～  ： 

    年  月  日  ：  ～  ： 

    年  月  日  ：  ～  ： 

 


